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米海軍軍事ソナー訴訟Winter v. NRDC事件

Ⅰ　

は
じ
め
に

Ⅱ　

事
件
の
背
景
と
経
緯

　

１　

中
周
波
軍
事
ソ
ナ
ー
使
用
が
ク
ジ
ラ
等
海
産
哺
乳
動
物
に
及

ぼ
す
影
響
に
関
す
る
議
論

　

２　

事
件
の
経
緯

Ⅲ　

判
決
及
び
決
定

　

１　

下
級
裁
判
所
判
決
及
び
行
政
府
決
定

　

２　

最
高
裁
判
所
判
決

Ⅳ　

解
説

　

１　

中
周
波
軍
事
ソ
ナ
ー
演
習
に
お
け
る
環
境
配
慮
義
務
の
存
否

　

２　

軍
事
的
利
益
と
環
境
配
慮
利
益
の
均
衡

Ⅴ　

お
わ
り
に

Ⅰ　

は
じ
め
に

　

軍
事
活
動
に
お
い
て
環
境
へ
の
配
慮
は
求
め
ら
れ
る
の
か
。
こ
の

課
題
の
中
で
も
、
特
に
海
洋
に
お
け
る
軍
事
活
動
と
の
関
連
で
議
論

さ
れ
て
い
る
の
が
、
軍
事
ソ
ナ
ー
に
よ
る
海
産
哺
乳
動
物
へ
の
影
響

に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。

　

海
中
音
に
関
す
る
調
査
研
究
は
、
一
九
九
三
年
以
降
急
速
に
進
ん

で
き
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
冷
戦
終
了
に
よ
る
潜
水
艦
関
連
技
術
の

産
業
利
用
の
促
進
、
ク
ジ
ラ
類
の
発
す
る
海
中
音
（
鳴
き
声
）
に
関

研
究
ノ
ー
ト

米
海
軍
軍
事
ソ
ナ
ー
訴
訟W
inter v. N

RD
C

事
件

︱
︱
軍
事
ソ
ナ
ー
演
習
時
の
環
境
配
慮
義
務
︱
︱

佐　

　々

木　

浩　

子
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す
る
研
究
の
進
展
、
海
中
音
響
技
術
の
発
達
、
軍
事
用
ソ
ナ
ー
に
よ

る
ク
ジ
ラ
類
へ
の
影
響
調
査
の
進
展
等
が
あ
る）1
（

。
海
中
音
は
、
現
在

で
は
「
海
中
騒
音
」（ocean noise

）
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
も
あ
り
、
こ
れ
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
へ
の
懸
念
は
主
に
軍
事
ソ

ナ
ー
演
習
、
石
油
・
ガ
ス
開
発
、
商
業
航
行
と
い
う
三
つ
の
活
動
に

お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る）2
（

。

　

後
述
す
る
通
り
、
米
海
軍
は
、
軍
事
ソ
ナ
ー
の
使
用
が
海
産
哺
乳

動
物
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
理

解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
国
家
安
全
保
障
に
直
結
す
る
軍
事
活
動
に
お

い
て
、
海
産
哺
乳
動
物
を
含
む
環
境
に
対
し
て
配
慮
が
求
め
ら
れ
る

の
か
と
い
う
課
題
は
、
原
子
力
機
関
等
に
よ
り
性
能
が
向
上
し
た
現

代
の
潜
水
艦
が
海
洋
軍
事
戦
略
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
各
国
が
潜
水
艦
の
保
有
数
を
増
大
さ
せ
、

そ
の
戦
闘
能
力
を
向
上
さ
せ
て
い
る
こ
と）3
（

に
鑑
み
れ
ば
、
依
然
と
し

て
大
き
な
論
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
環
境
へ
の
配
慮
は
潜
水
艦

に
よ
る
軍
事
活
動
に
何
ら
か
の
制
約
を
課
す
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
、

潜
水
艦
保
有
数
の
増
大
や
そ
の
戦
闘
能
力
向
上
に
見
合
う
訓
練
を
十

分
に
行
え
な
い
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
課
題
は
、
軍
事

活
動
と
い
う
国
家
の
存
立
に
係
る
合
法
活
動
が
二
〇
世
紀
後
半
以
降

急
速
に
発
展
し
て
き
た
環
境
保
護
の
概
念
に
制
約
を
受
け
る
の
か
、

環
境
法
に
お
け
る
保
護
法
益
を
侵
害
し
う
る
場
合
に
制
約
を
受
け
る

の
か
と
い
う
論
点
も
含
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
国
際
的
な
文

脈
に
お
い
て
も
議
論
の
対
象
に
な
り
う
る
。
非
沿
岸
国
が
他
国
の
排

他
的
経
済
水
域
に
お
い
て
軍
事
活
動
を
行
う
権
利
と
沿
岸
国
が
自
国

の
排
他
的
経
済
水
域
に
お
い
て
負
う
海
洋
環
境
保
護
の
義
務
と
の
衝

突
が
生
じ
う
る
か
ら
で
あ
り
、
国
際
社
会
全
体
の
利
益
と
さ
れ
る
環

境
保
護
の
意
識
な
い
し
義
務
が
国
家
の
利
益
で
あ
る
安
全
保
障
活
動

を
制
約
す
る
ま
で
に
発
展
し
え
た
の
か
と
い
う
環
境
概
念
の
位
置
付

け
に
関
す
る
課
題
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

中
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
の
使
用
を
め
ぐ
るW

inter v. 
N

RD
C

事
件（W

inter, Secretary of the N
avy, et al. v. N

atural 
Resources D

efense Council, Inc., et al.

）
で
は
、
軍
事
演
習

時
の
環
境
配
慮
の
利
益
は
軍
事
演
習
実
施
の
利
益
に
勝
る
と
判
断
し

海
軍
に
対
し
て
軍
事
ソ
ナ
ー
の
使
用
制
限
を
命
じ
た
下
級
裁
判
所
の

判
決
が
米
連
邦
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
僅
差
で
覆
さ
れ
た
。
同
事
件

に
お
い
て
軍
事
演
習
に
お
け
る
海
産
哺
乳
動
物
へ
の
配
慮
義
務
の
存

否
や
程
度
が
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、

こ
う
し
た
課
題
に
対
す
る
回
答
を
提
示
す
る
材
料
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。
以
下
で
は
、
事
件
及
び
判
決
を
概
観
し
た
後
、
軍
事
活
動
と
環

境
保
護
の
観
点
か
ら
特
に
注
目
す
べ
き
論
点
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る）（
（

。
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Ⅱ　

事
件
の
背
景
と
経
緯

　

１　

中
周
波
軍
事
ソ
ナ
ー
使
用
が
ク
ジ
ラ
等
海
産
哺
乳
動
物
に
及

ぼ
す
影
響
に
関
す
る
議
論

　

米
海
軍
は
、
対
潜
水
艦
作
戦
を
最
重
要
作
戦
の
一
つ
に
位
置
付
け）5
（

、

平
時
よ
り
敵
潜
水
艦
の
「
音
」
を
収
集
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
い
う

立
場
を
と
っ
て
い
る
。
現
在
、
潜
水
艦
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
及
び
中
東

地
域
に
お
け
る
潜
在
敵
国
を
含
む
非
常
に
多
く
の
海
軍
に
よ
り
運
用

さ
れ
て
お
り）6
（

、
こ
れ
ら
の
「
音
」
の
収
集
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
の

が
ソ
ナ
ー
で
あ
る
。
ソ
ナ
ー
は
、
海
中
で
超
音
波
を
発
射
し
、
そ
の

反
射
波
を
捉
え
る
こ
と
で
、
水
中
に
あ
る
物
体
を
捜
索
・
探
知
す
る

装
置
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
中
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
（M

id-
Frequency A

ctive Sonar, M
FA

S

）
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以

降
世
界
中
の
海
軍
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
、
一
～
一
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ

（kH
z

）
の
周
波
を
用
い
一
～
一
〇
海
里
離
れ
た
物
体
を
探
知
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
現
在
、
米
海
軍
だ
け
で
も
約
三
〇
〇
隻
の
艦
船
に

搭
載
さ
れ
て
い
る）7
（

。

　

こ
う
し
た
敵
潜
水
艦
捜
索
・
探
知
の
た
め
の
重
要
な
手
段
で
あ
る

軍
事
ソ
ナ
ー
は
、
特
に
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
、
そ
の
使
用
に
よ

り
海
産
哺
乳
動
物
に
生
じ
る
影
響
が
危
惧
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）8
（

。

軍
事
ソ
ナ
ー
が
発
す
る
雑
音
に
よ
り
マ
ス
キ
ン
グ
が
起
こ
る
と
ク
ジ

ラ
間
の
通
信
距
離
が
短
く
な
る
こ
と
か
ら
、
広
大
な
繁
殖
海
域
を
持

つ
ク
ジ
ラ
に
と
っ
て
そ
の
影
響
は
無
視
で
き
な
い
と
懸
念
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
軍
事
ソ
ナ
ー
の
周
波
数
帯
域
と
ク
ジ
ラ
の
聴
覚
感
度
帯

域
が
ほ
ぼ
一
致
し
、
そ
の
音
圧
レ
ベ
ル
が
内
耳
に
大
き
な
刺
激
を
与

え
る
こ
と
か
ら
、
軍
事
ソ
ナ
ー
の
鋭
い
音
を
回
避
す
る
た
め
に
ク
ジ

ラ
は
回
遊
ル
ー
ト
を
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
・
ク
ジ
ラ
の
内

耳
の
神
経
細
胞
や
内
臓
組
織
が
破
壊
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、

音
波
に
反
応
し
て
急
浮
上
す
る
こ
と
で
体
内
に
と
け
込
ん
で
い
る

チ
ッ
ソ
が
減
圧
に
よ
り
気
泡
化
す
る
潜
水
病
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）（
（

。
実
際
に
、
ソ
ナ
ー
の
使
用
が
原
因
と

み
ら
れ
る
ク
ジ
ラ
の
集
団
座
礁
の
事
例
も
発
生
し
て
い
る
。
米
海
軍

が
二
〇
〇
〇
年
三
月
に
バ
ハ
マ
沖
で
中
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
を

使
用
し
た
二
四
時
間
以
内
に
発
生
し
た
一
七
頭
の
ク
ジ
ラ
の
座
礁
に

つ
い
て
、
米
商
務
省
の
海
洋
大
気
庁
（N

ational O
ceanic and 

A
tm

ospheric A
dm

inistration, N
O

A
A

）・
海
洋
漁
業
局

（N
ational M

arine Fisheries Service

）・
海
軍
省
は
、
共
同
で

公
表
し
た
暫
定
報
告
書
に
お
い
て
「
ソ
ナ
ー
演
習
時
に
使
用
さ
れ
た

戦
術
中
距
離
周
波
ソ
ナ
ー
（tactical m

id-range frequency 
sonar

）
に
よ
り
、
今
回
の
聴
覚
外
傷
又
は
神
経
衝
撃
外
傷
が
引
き

起
こ
さ
れ
た
と
判
断
す
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
」
と
の
結
論
を
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下
し
た）（（
（

。
そ
の
他
、
米
海
軍
の
軍
事
演
習
後
に
複
数
の
海
域
で
見
ら

れ
た
ク
ジ
ラ
の
集
団
座
礁
に
つ
い
て
、
国
際
捕
鯨
委
員
会
科
学
委
員

会
は
、
海
軍
の
中
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
が
こ
れ
ら
の
座
礁
に
関

連
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
結
論
付
け
た）（（
（

。
同
様
の
判
断
は
、
米

海
軍
の
海
軍
研
究
局
（O

ffi
ce of N

aval Research

）
が
関
与
し

た
調
査
報
告
に
お
い
て
も
下
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、
米
海
軍
は
ソ

ナ
ー
演
習
時
に
海
産
哺
乳
動
物
を
保
護
す
る
た
め
二
九
の
緩
和
措
置

を
講
じ
て
お
り
、
二
〇
〇
七
年
一
月
の
措
置
実
施
以
降
、
ソ
ナ
ー
使

用
を
原
因
と
す
る
損
害
は
生
じ
て
い
な
い
と
の
考
え
を
示
し
て
い
る）（（
（

。

以
上
か
ら
、
米
海
軍
は
、
軍
事
ソ
ナ
ー
の
使
用
が
海
産
哺
乳
動
物
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
理
解
さ
れ

る
。

　

２　

事
件
の
経
緯

　

米
海
軍
は
、
中
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
を
用
い
る
対
潜
水
艦
作

戦
演
習
を
計
一
四
回
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
南
部
海
域
で
二
〇
〇
七

年
二
月
か
ら
二
〇
〇
九
年
一
月
の
間
に
実
施
す
る
と
い
う
計
画
を
二

〇
〇
六
年
一
〇
月
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
沿
岸
委
員
会
（California 

Coastal Com
m

ission

）
に
提
出
し
た
。
そ
し
て
、
同
海
域
で
演
習

を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
二
〇
〇
七
年
一
月
に
海
産
哺
乳
動
物
保
護

法
（M

arine M
am

m
al Protection A

ct of 1（72: 

以
下
、「
保
護

法
」
と
す
る
）
か
ら
の
二
年
間
の
適
用
除
外
（exem

ption

）
を
申

請
し
た
。
保
護
法
は
、
海
産
哺
乳
動
物
に
つ
い
て
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、

狩
猟
、
捕
獲
若
し
く
は
殺
害
、
又
は
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
狩
猟
、
捕
獲

若
し
く
は
殺
害
を
試
み
る
」（harass, hunt, capture, or kill, or 

attem
pt to harass, hunt, capture or kill

）
こ
と
を
意
味
す
る

「
採
捕
」（take

）
を
禁
止
し
つ
つ
、
採
捕
許
可
や
偶
発
的
採
捕
許
可

（incidental take perm
its

）
と
い
っ
た
例
外
を
認
め
る）（（
（

。
ま
た
、

軍
事
活
動
に
つ
い
て
は
「
二
〇
〇
四
年
度
国
防
授
権
法
」

（N
ational D

efense A
uthorization A

ct for Fiscal Y
ear 

200（

）
に
お
け
る
二
〇
〇
三
年
の
修
正
で
特
に
次
の
二
つ
の
例
外
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
国
防
長
官
は
、
国
防
の
た
め
に
必
要

で
あ
る
と
決
定
す
る
海
洋
軍
事
活
動
に
つ
い
て
保
護
法
の
適
用
を
除

外
す
る
こ
と
が
で
き
る）（（
（

。
第
二
に
、
採
捕
の
一
形
態
で
あ
る
「
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
」（harassm

ent

）
に
つ
い
て
、
特
に
軍
事
即
応
活
動
に

適
用
さ
れ
る
定
義
は
通
常
の
活
動
に
適
用
さ
れ
る
定
義
よ
り
も
損
害

の
閾
値
が
高
く
設
定
さ
れ
る
。
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
Ａ
と
し
て
「
海
産
哺

乳
動
物
に
損
害
を
与
え
る
又
は
損
害
を
与
え
る
重
大
な
可
能
性
が
あ

る
行
為
」、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
Ｂ
と
し
て
「
自
然
の
行
動
パ
タ
ー
ン
が

断
念
さ
れ
る
又
は
著
し
く
変
更
さ
れ
る
程
度
に
ま
で
行
動
パ
タ
ー
ン

の
妨
害
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
海
産
哺
乳
動
物
を
妨
げ
る

又
は
妨
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
」
が
禁
止
さ
れ
る）（（
（

。
海
軍
か
ら
の
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要
請
を
受
け
、
国
防
副
長
官
は
海
軍
が
緩
和
措
置
を
採
る
こ
と
を
条

件
に
保
護
法
か
ら
の
適
用
除
外
を
認
め
た
。
条
件
と
し
て
定
め
ら
れ

た
も
の
に
は
、
海
面
異
常
観
察
の
ほ
か
、
海
産
哺
乳
動
物
が
船
首
一
、

〇
〇
〇
ヤ
ー
ド
以
内
で
発
見
さ
れ
る
場
合
に
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
伝

播
レ
ベ
ル
を
六
デ
シ
ベ
ル
ま
で
減
衰
す
る
こ
と
・
五
〇
〇
ヤ
ー
ド
以

内
で
発
見
さ
れ
る
場
合
に
一
〇
デ
シ
ベ
ル
ま
で
減
衰
す
る
こ
と
、
海

産
哺
乳
動
物
が
船
の
二
〇
〇
ヤ
ー
ド
以
内
で
発
見
さ
れ
る
場
合
に
同

ソ
ナ
ー
伝
播
を
完
全
に
停
止
す
る
こ
と
等
が
含
ま
れ
る
。
海
軍
は
こ

の
条
件
に
同
意
し
た）（（
（

。

　

海
軍
は
ま
た
、
演
習
は
環
境
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
す

る
環
境
評
価
を
二
〇
〇
七
年
二
月
に
公
表
し
た
。
国
家
環
境
政
策
法

（N
ational Environm

ental Policy A
ct of 1（6（: 

以
下
、「
政
策

法
」
と
す
る
）
上
、
連
邦
の
活
動
が
環
境
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す

場
合
は
環
境
影
響
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
（Environm

ental Im
pact 

Statem
ent: 

以
下
、〝
Ｅ
Ｉ
Ｓ
〟
と
す
る
）
を
作
成
し
、
環
境
影
響

を
評
価
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
問
題
の
活
動
が
環
境
に
著
し
い

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
で
は
な
い
場
合
に
は
Ｅ
Ｉ
Ｓ
の
代
わ

り
に
環
境
評
価
を
作
成
し
提
出
す
れ
ば
よ
く
、
環
境
評
価
に
お
い
て

深
刻
な
影
響
は
生
じ
な
い
と
結
論
付
け
る
場
合
に
は
Ｅ
Ｉ
Ｓ
の
作
成

及
び
提
出
は
求
め
ら
れ
な
い
。
海
軍
は
、
演
習
時
の
中
周
波
ア
ク

テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
の
使
用
が
レ
ベ
ル
Ａ
及
び
レ
ベ
ル
Ｂ
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

を
引
き
起
こ
す
と
予
測
し
た
が
、
損
害
は
海
軍
の
自
発
的
な
緩
和
措

置
を
通
し
て
回
避
さ
れ
う
る
こ
と
・
生
態
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な

い
ク
ジ
ラ
へ
の
正
確
な
影
響
は
不
明
で
あ
る
こ
と
・
恒
久
的
損
害
で

は
な
い
こ
と
等
を
根
拠
に
、
環
境
へ
の
重
大
な
影
響
は
生
じ
な
い
と

判
断
し
、
Ｅ
Ｉ
Ｓ
の
作
成
及
び
提
出
の
必
要
は
な
い
と
決
定
し
た）（（
（

。

　

こ
れ
ら
を
受
け
、
天
然
資
源
防
衛
委
員
会
（N

atural 
Resources D

efense Council

））
（（
（

を
は
じ
め
と
す
る
環
境
保
護
団

体
等
（
以
下
、「
原
告
」
と
す
る
）
は
、
海
軍
等
を
相
手
取
り
、
海

軍
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
南
部
海
域
演
習
が
政
策
法
、
絶
滅
危
惧
種

法
（Endangered Species A

ct of 1（73

）、
沿
岸
域
管
理
法

（Coastal Zone M
anagem

ent A
ct of 1（72

）
等
に
違
反
す
る
と

し
て
、
違
反
の
宣
言
と
演
習
の
差
止
命
令
に
よ
る
救
済
を
求
め
、
二

〇
〇
七
年
三
月
二
二
日
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
中
部
地
区
地
方
裁
判

所
（
以
下
、「
地
裁
」
と
す
る
）
に
訴
訟
提
起
し
た
。
ま
た
、
原
告

は
六
月
二
二
日
に
「
海
軍
が
海
産
動
物
へ
の
深
刻
な
損
傷
及
び
海
産

哺
乳
動
物
死
亡
の
可
能
性
を
実
質
的
に
低
減
す
る
緩
和
措
置
を
採
用

す
る
ま
で
」
演
習
時
の
中
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
の
使
用
を
禁
止

す
る
仮
差
止
命
令
の
発
出
を
求
め
た
。
同
日
、
海
軍
は
原
告
側
の
要

請
の
棄
却
又
は
手
続
の
一
時
停
止
を
求
め
る
申
立
て
を
行
っ
た）（（
（

。
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Ⅲ　

判
決
及
び
決
定

　

１　

下
級
裁
判
所
判
決
及
び
行
政
府
決
定

　

⑴　

下
級
裁
判
所
判
決

　

地
裁
は
、
特
に
以
下
を
理
由
と
し
て
、
演
習
時
の
中
周
波
ア
ク

テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
使
用
を
禁
止
す
る
仮
差
止
命
令
を
発
し
た
。
す
な
わ

ち
、
①
海
軍
は
Ｅ
Ｉ
Ｓ
の
不
作
成
・
不
提
出
に
よ
り
政
策
法
に
違
反

し
た
、
②
海
軍
は
不
適
当
な
緩
和
措
置
の
採
用
に
よ
り
政
策
法
に
違

反
し
た
、
③
回
復
不
能
の
損
害
が
生
じ
う
る
、
で
あ
る
。

　

地
裁
の
判
断
を
不
服
と
し
た
海
軍
は
第
九
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判

所
（
以
下
、「
控
訴
裁
」
と
す
る
）
に
控
訴
し
た
。
控
訴
裁
は
、
仮

差
止
命
令
の
一
時
停
止
を
認
め
た
（
二
〇
〇
七
年
八
月
三
一
日
）
が
、

一
一
月
に
は
本
件
を
地
裁
に
差
戻
し
た
。
仮
差
止
命
令
は
妥
当
で
あ

る
と
し
た
も
の
の
、
中
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
使
用
禁
止
と
い
う

無
条
件
差
止
で
は
な
く
、
演
習
を
実
施
で
き
る
よ
う
な
緩
和
条
件
を

定
め
る
条
件
付
き
差
止
命
令
を
発
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
か

ら
で
あ
る
。

　

地
裁
は
、
海
軍
が
保
護
法
か
ら
の
適
用
除
外
に
従
い
採
用
し
た
措

置
に
加
え
、
次
に
挙
げ
る
緩
和
措
置
を
実
施
す
る
場
合
に
中
周
波
ア

ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
の
使
用
を
認
め
る
と
す
る
新
た
な
仮
差
止
命
令
を

二
〇
〇
八
年
一
月
に
発
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
海
岸
か
ら
一
二
海

里
の
「
除
外
水
域
」（exclusion zone

）
を
設
定
す
る
、
②
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
を
行
う
、
③
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
搭
載
の
デ
ィ
ッ
ピ
ン
グ
・
ソ

ナ
ー
の
使
用
を
制
限
す
る
、
④
狭
い
航
路
（Choke Points

）
に
お

け
る
同
ソ
ナ
ー
の
使
用
を
制
限
す
る
、
⑤
海
産
哺
乳
動
物
が
船
の
二
、

二
〇
〇
ヤ
ー
ド
以
内
に
発
見
さ
れ
る
場
合
に
同
ソ
ナ
ー
を
停
止
す
る
、

⑥
音
が
遠
方
に
届
く
表
面
層
ダ
ク
ト
時
に
は
同
ソ
ナ
ー
を
六
デ
シ
ベ

ル
ま
で
減
衰
す
る）（（
（

、
と
い
う
措
置
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
⑤
及
び

⑥
に
つ
い
て
、
海
軍
は
控
訴
通
知
を
提
出
し
た
。

　

⑵　

行
政
府
決
定

　

海
軍
は
、
行
政
府
に
対
し
て
も
救
済
を
求
め
、
沿
岸
域
管
理
法
の

適
用
除
外
と
政
策
法
遵
守
に
代
わ
る
手
段
の
実
施
を
要
請
し
た
。

　

当
時
のBush

大
統
領
は
、
二
〇
〇
八
年
一
月
一
一
日
に
演
習
は

「
中
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
の
使
用
を
含
め
、
米
国
の
至
高
の
利

益
（param

ount interest

）
の
た
め
に
あ
る
」
こ
と
、
沿
岸
域
管

理
法
遵
守
は
「
空
母
及
び
遠
征
打
撃
群
の
戦
闘
効
率
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
現
実
的
演
習
を
実
施
す
る
海
軍
の
能
力
を
害
す
る
」
こ

と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、
適
用
除
外
を
認
め
る
こ
と
で
海
軍
は

「
国
家
安
全
保
障
に
と
っ
て
不
可
欠
な
」
世
界
規
模
の
作
戦
及
び
戦

闘
活
動
を
支
え
、
空
母
及
び
遠
征
打
撃
群
を
効
果
的
に
訓
練
す
る
こ
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と
が
で
き
る
と
判
断
し
、
同
法
か
ら
の
適
用
除
外
を
認
め
た）（（
（

。
ま
た
、

大
統
領
府
の
環
境
問
題
委
員
会
（Council on Environm

ental 
Q

uality
）
は
「
緊
急
事
態
」
を
根
拠
に
海
軍
に
政
策
法
遵
守
に
代

わ
る
手
段
を
実
施
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
。
政
策
法
に
は
同
法
か
ら

の
適
用
除
外
に
関
す
る
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
緊
急
事
態

に
お
い
て
重
大
な
環
境
影
響
を
伴
う
活
動
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

に
当
該
活
動
を
行
う
連
邦
機
関
は
同
委
員
会
と
代
替
手
段
に
つ
い
て

協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る）（（
（

。
同
委
員
会
は
緊
急
事
態
の
存
在
を
根
拠

に
海
軍
が
Ｅ
Ｉ
Ｓ
を
作
成
・
提
出
せ
ず
に
演
習
を
継
続
す
る
こ
と
を

認
め
た）（（
（

。

　

⑶　

差
戻
し
審

　

大
統
領
及
び
環
境
問
題
委
員
会
の
決
定
を
受
け
、
海
軍
は
二
、二

〇
〇
ヤ
ー
ド
の
ソ
ナ
ー
停
止
海
域
及
び
表
面
層
ダ
ク
ト
時
の
訓
練
制

限
に
関
す
る
地
裁
の
差
止
命
令
を
無
効
に
す
る
よ
う
申
立
て
た
が
、

地
裁
は
二
〇
〇
八
年
二
月
に
申
立
て
を
退
け
た）（（
（

。

　

控
訴
裁
は
、
地
裁
の
判
断
を
維
持
し
た
上
で
、
環
境
問
題
委
員
会

に
よ
る
緊
急
事
態
規
則
の
解
釈
の
合
法
性
に
つ
い
て
、
海
軍
が
演
習

計
画
当
初
か
ら
政
策
法
を
遵
守
す
る
旨
の
通
知
を
行
っ
て
い
た
こ
と

を
考
慮
す
れ
ば
、
本
件
に
お
い
て
真
に
「
緊
急
性
」
が
存
在
し
た
か

否
か
に
つ
い
て
は
疑
わ
し
い
と
の
結
論
を
下
し
た
。
さ
ら
に
、
訓
練

制
限
に
つ
い
て
、
①
演
習
時
の
中
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
停
止
は

頻
繁
に
あ
る
こ
と
か
ら
二
、二
〇
〇
ヤ
ー
ド
の
ソ
ナ
ー
停
止
海
域
は

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
は
な
い
、
②
表
面
層
ダ

ク
ト
は
稀
な
現
象
で
あ
り
、
同
状
況
下
の
音
圧
レ
ベ
ル
減
衰
の
要
件

は
不
合
理
で
は
な
い
、
と
決
定
し
た）（（
（

。

　

２　

最
高
裁
判
所
判
決

　

連
邦
最
高
裁
判
所
（
以
下
、「
最
高
裁
」
と
す
る
）
は
、
二
〇
〇

八
年
一
一
月
一
二
日
に
海
軍
に
よ
り
異
議
が
申
立
て
ら
れ
た
範
囲
で

仮
差
止
命
令
を
取
消
し
た
。
最
高
裁
は
、
平
和
維
持
に
と
っ
て
最
も

有
効
な
手
段
の
一
つ
は
戦
争
準
備
で
あ
り
、
戦
争
準
備
の
最
も
重
要

な
方
法
は
ソ
ナ
ー
使
用
を
含
む
海
上
訓
練
で
あ
る
と
指
摘
し
、
国
家

安
全
保
障
に
お
け
る
公
益
及
び
海
軍
訓
練
の
必
要
性
は
海
産
哺
乳
動

物
が
被
る
潜
在
的
被
害
よ
り
も
明
ら
か
に
重
要
で
あ
る
、
と
の
結
論

を
下
し
た
。
そ
し
て
、
仮
差
止
命
令
の
発
出
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は

命
令
が
な
け
れ
ば
回
復
不
能
の
損
害
が
生
じ
う
る
こ
と
を
原
告
が
立

証
す
る
よ
う
要
求
す
る
。
し
か
し
そ
の
上
で
、
回
復
不
能
の
損
害
が

生
じ
う
る
と
立
証
さ
れ
た
と
し
て
も
、
公
益
及
び
海
軍
の
現
実
の
利

益
、
す
な
わ
ち
海
兵
隊
員
の
現
実
の
訓
練
は
、
回
復
不
能
の
損
害
よ

り
も
重
要
で
あ
る
と
判
断
し
た）（（
（

。
さ
ら
に
、
軍
事
的
利
益
の
優
先
性

に
つ
い
て
、
軍
事
的
利
益
は
他
の
考
慮
に
常
に
勝
る
わ
け
で
は
な
い
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と
し
つ
つ
、
現
実
的
な
状
況
下
で
の
中
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
の

使
用
は
海
軍
及
び
米
国
に
と
っ
て
明
ら
か
に
最
大
の
重
要
性
を
有
す

る
と
述
べ
た
。

　

な
お
、
判
決
は
五
対
四
の
僅
差
で
下
さ
れ
た
が
、
少
数
意
見
の
う

ち
二
裁
判
官
は
多
数
意
見
に
一
部
同
意
及
び
一
部
反
対
で
あ
り
、
反

対
意
見
は
二
裁
判
官
で
あ
っ
た
。
多
数
意
見
に
一
部
同
意
を
示
し
た

Breyer

裁
判
官
は
、
海
軍
に
よ
る
Ｅ
Ｉ
Ｓ
の
完
了
ま
で
の
間
の
訓

練
制
限
と
し
て
、
①
二
、二
〇
〇
ヤ
ー
ド
の
ソ
ナ
ー
停
止
海
域
に
つ

い
て
、
ソ
ナ
ー
の
使
用
が
演
習
の
決
定
的
な
場
面
に
あ
る
場
合
を
除

く
、
②
表
面
層
ダ
ク
ト
時
の
ソ
ナ
ー
音
圧
レ
ベ
ル
減
衰
に
つ
い
て
、

海
産
哺
乳
動
物
が
一
、〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
で
発
見
さ
れ
る
場
合

に
中
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
の
減
衰
レ
ベ
ル
は
一
〇
デ
シ
ベ
ル
ま

で
と
す
る
、
と
い
う
条
件
（
控
訴
裁
が
示
し
た
修
正
案
）
が
最
良
の

条
件
で
あ
る
と
の
考
え
を
示
し
た
。Stevens

裁
判
官
は
こ
れ
に
同

調
し
て
い
る
。

Ⅳ　

解
説

　

本
件
で
は
、
不
利
益
の
均
衡
（balance of hardships

）
を
如

何
に
図
る
の
か
と
い
う
論
点
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
そ
の
前
提
と

し
て
、
軍
事
演
習
の
利
益
と
は
何
か
、
環
境
配
慮
の
利
益
と
は
何
か

と
い
う
点
が
検
討
さ
れ
た
。
以
下
で
は
裁
判
所
が
こ
れ
ら
を
ど
の
よ

う
に
判
断
し
た
の
か
に
つ
い
て
検
証
す
る
。

　

１　

中
周
波
軍
事
ソ
ナ
ー
演
習
に
お
け
る
環
境
配
慮
義
務
の
存
否

　

中
周
波
軍
事
ソ
ナ
ー
演
習
に
お
い
て
環
境
へ
の
配
慮
は
求
め
ら
れ

る
の
か
。
求
め
ら
れ
る
場
合
に
そ
れ
は
法
的
義
務
で
あ
る
の
か
。
こ

の
課
題
に
対
し
、
裁
判
所
は
直
接
的
な
検
討
及
び
回
答
は
行
っ
て
い

な
い
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。

　

中
周
波
軍
事
ソ
ナ
ー
演
習
に
お
い
て
環
境
に
配
慮
す
る
こ
と
は
確

か
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
保
護
法
か
ら
の

適
用
除
外
が
認
め
ら
れ
る
条
件
と
し
て
国
防
副
長
官
に
よ
り
悪
影
響

緩
和
措
置
が
示
さ
れ
た
こ
と
、
同
ソ
ナ
ー
の
使
用
が
許
可
さ
れ
る
条

件
と
し
て
地
裁
に
よ
り
緩
和
措
置
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
、
海
面
異
常
観
察
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と

い
っ
た
手
続
的
な
措
置
と
、
ソ
ナ
ー
減
衰
又
は
停
止
と
い
っ
た
海
産

哺
乳
動
物
へ
の
損
傷
を
回
避
す
る
と
い
う
損
害
防
止
の
措
置
と
に
分

け
ら
れ
る
。
環
境
法
に
お
い
て
は
、
環
境
損
害
を
防
止
す
る
義
務
と
、

こ
の
義
務
を
効
果
的
に
履
行
す
る
た
め
の
手
続
的
規
則
が
発
展
し
て

き
て
お
り
、
本
件
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
義
務
に
則
っ
た
措
置
の
必

要
性
が
確
認
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
中
周
波
軍
事
ソ
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ナ
ー
演
習
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
環
境
配
慮
は
法
的
義
務
で
あ
る
と

は
言
い
難
い
。
米
海
軍
第
三
艦
隊
のLocklear III

中
将
に
よ
れ
ば
、

海
軍
に
よ
る
措
置
は
「
自
発
的
」
な
措
置
で
あ
っ
て
法
的
義
務
と
し

て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
二
〇
〇
ヤ
ー

ド
超
の
海
域
で
の
い
か
な
る
停
止
も
、
自
発
的
な
回
避
措
置
で
あ
っ

て
、
戦
術
的
に
影
響
が
な
い
で
あ
ろ
う
時
期
に
行
わ
れ
た
」
の
で
あ

り
、
指
揮
官
は
潜
水
艦
に
接
近
す
る
場
合
に
「
法
的
に
求
め
ら
れ
な

い
限
り
ソ
ナ
ー
を
停
止
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う）（（
（

。
海
軍

に
よ
る
措
置
が
「
自
ら
課
し
た
」
も
の
で
あ
っ
て
「
自
発
的
な
」
も

の
で
あ
る
と
い
う
点
は
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

こ
れ
ら
か
ら
、
海
軍
が
海
産
哺
乳
動
物
へ
の
悪
影
響
を
緩
和
す
る
た

め
に
採
用
し
た
措
置
、
す
な
わ
ち
環
境
へ
の
配
慮
は
、
法
的
義
務
と

し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
自
発
的
に
行
わ
れ
た
と
判
断
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
、
軍
事
演
習
は
何
ら
の
制
約
も
受
け
ず
に

実
施
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
軍
事
演
習
で
あ
っ
て
も
政
策
法

上
演
習
実
施
前
に
は
環
境
評
価
又
は
Ｅ
Ｉ
Ｓ
と
い
う
形
で
当
該
活
動

が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
を
調
査
し
評
価
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
実
際
に
、
特
に
手
続
的
義
務
の
違
反
に
つ
い
て
は
差
止
命
令
が

妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
米
国
の
下
級
裁
判
所
は
軍
事
的
文
脈
に

お
け
る
政
策
法
違
反
に
対
し
て
差
止
命
令
に
よ
る
救
済
を
行
っ
て
き

た
と
い
う）（（
（

。
軍
事
演
習
に
お
い
て
、
国
内
法
上
そ
の
実
施
前
に
実
施

の
た
め
の
手
続
的
な
要
件
を
尽
く
す
必
要
が
あ
る
。

　

２　

軍
事
的
利
益
と
環
境
配
慮
利
益
の
均
衡

　

⑴　

軍
事
演
習
の
利
益

　

軍
事
的
利
益
に
関
す
る
検
討
は
、
特
に
、
中
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ

ナ
ー
及
び
そ
れ
を
用
い
た
軍
事
演
習
の
必
要
性
の
観
点
か
ら
な
さ
れ

る
。

　

中
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
の
必
要
性
は
関
係
者
に
よ
り
繰
り
返

し
指
摘
さ
れ
た
。
海
軍
のM

ay

大
佐
に
よ
れ
ば
、
静
粛
性
に
優
れ

た
現
代
の
潜
水
艦
に
つ
い
て
「
ソ
ナ
ー
の
使
用
が
な
け
れ
ば
、
米
海

軍
及
び
同
盟
国
海
軍
は
ほ
ぼ
探
知
で
き
な
い
」
と
い
う）（（
（

。
米
国
の
潜

在
敵
国
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
式
潜
水
艦
を
少
な
く
と
も
三
〇
〇
隻
保
有
し

て
い
る
と
み
ら
れ）（（
（

、
中
で
も
米
海
軍
に
と
っ
て
最
大
の
脅
威
は
中
国

に
よ
る
潜
水
艦
の
保
有
数
増
加
や
洗
練
化
で
あ
る
と
さ
れ
る）（（
（

。
実
際

に
、
中
国
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
式
潜
水
艦
が
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
に
沖
縄

近
海
で
演
習
中
の
「
キ
テ
ィ
ホ
ー
ク
」（U

SS K
itty H

aw
k

）
の

付
近
で
浮
上
し
た
件
に
つ
い
て
、
同
潜
水
艦
が
浮
上
前
に
探
知
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た）（（
（

。
こ
う
し
た
現
状
に
照
ら
せ
ば
、
潜

在
敵
国
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
式
潜
水
艦
探
知
に
同
ソ
ナ
ー
の
使
用
が
不
可

欠
で
あ
る
と
す
る
海
軍
の
主
張
は
妥
当
だ
ろ
う
。

　

中
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
を
用
い
た
演
習
の
必
要
性
に
つ
い
て
、



3（

法学研究 86 巻 3 号（2013：3）

最
高
裁
は
、「
戦
争
に
備
え
る
こ
と
は
平
和
を
維
持
す
る
た
め
の
最

も
有
効
な
手
段
の
一
つ
で
あ
る
」
と
い
う
、
一
七
九
〇
年
の

W
ashington

大
統
領
の
演
説
を
引
用
し
つ
つ
、
海
軍
に
よ
る
戦
争

準
備
の
最
も
重
要
な
方
法
の
一
つ
は
海
上
統
合
訓
練
の
遂
行
で
あ
る

と
し
た
。
海
軍
のRoughead

大
将
に
よ
れ
ば
、
演
習
を
構
成
す
る

要
素
が
一
つ
で
も
影
響
を
受
け
た
な
ら
、
例
え
ば
効
果
的
な
ソ
ナ
ー

訓
練
が
不
可
能
で
あ
っ
た
な
ら
、
他
の
要
素
の
有
用
性
も
減
じ
ら
れ

る
と
い
う）（（
（

。
ま
た
、M

ay
大
佐
は
、
同
ソ
ナ
ー
の
操
作
員
は
定
期

的
に
現
実
的
な
状
況
下
で
か
つ
様
々
な
事
態
に
お
い
て
ソ
ナ
ー
操
作

の
訓
練
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ゆ
え
に
海
軍
は
対
潜
水
艦
作
戦
演

習
に
お
い
て
中
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
の
訓
練
を
行
う
と
証
言
す

る
）
（（
（

。
そ
も
そ
も
、
海
洋
は
海
中
騒
音
だ
け
で
な
く
自
然
の
音
に
溢
れ

て
お
り
、
ソ
ナ
ー
操
作
員
は
自
然
音
と
人
工
音
、
無
害
物
体
の
反
響

音
と
有
害
物
体
の
そ
れ
と
を
適
切
に
区
別
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

高
度
に
訓
練
さ
れ
た
十
分
な
能
力
を
有
さ
ね
ば
な
ら
な
い）（（
（

。
そ
の
た

め
、
軍
事
演
習
時
の
同
ソ
ナ
ー
の
使
用
は
不
可
欠
の
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　

⑵　

環
境
配
慮
の
利
益
と
軍
事
演
習
に
お
け
る
環
境
配
慮

　

本
件
に
お
い
て
、
保
護
な
い
し
配
慮
す
べ
き
環
境
と
は
如
何
な
る

も
の
で
あ
る
の
か
。
最
高
裁
は
、
原
告
が
主
張
す
る
「
環
境
」、
す

な
わ
ち
「
海
産
哺
乳
動
物
」
が
「
生
態
学
的
、
科
学
的
、
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
上
の
利
益
」
を
有
し
、
そ
れ
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認

め
た）（（
（

。
具
体
的
に
、
原
告
が
主
張
し
た
「
ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
、

水
面
下
の
海
産
哺
乳
動
物
の
観
察
、
海
産
哺
乳
動
物
の
科
学
的
調
査

の
実
施
、
自
然
の
生
息
地
に
お
け
る
海
産
哺
乳
動
物
の
写
真
撮
影
」

に
意
義
を
見
出
し
、
海
軍
の
演
習
海
域
に
少
な
く
と
も
三
七
種
の
海

産
哺
乳
動
物
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る）（（
（

。
環
境
保
護
の
意
義
に
関

す
る
最
高
裁
の
検
討
に
つ
い
て
、M

anus

は
環
境
そ
れ
自
体
の
価

値
が
検
討
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
価
値
が
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
と

批
判
す
る）（（
（

。
し
か
し
、
保
護
法
の
規
定
か
ら
理
解
さ
れ
る
価
値
は
、

海
産
哺
乳
動
物
の
「
生
態
系
に
お
け
る
重
要
な
機
能
の
一
要
素
」
や

「
生
態
学
」
的
価
値
、「
芸
術
的
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
上
及
び
経
済

的
な
価
値
を
有
す
る
資
源
」
で
あ
っ
て）（（
（

、
本
件
に
お
い
て
最
高
裁
が

認
定
し
た
意
義
と
乖
離
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
例
え
ば
「
環

境
」
の
価
値
判
断
に
関
す
る
国
際
的
な
傾
向
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
多

く
の
国
際
文
書
は
環
境
を
人
間
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
こ
と
を
示

し
、
人
間
中
心
的
に
理
解
し
て
お
り）（（
（

、
最
高
裁
が
認
定
し
た
意
義
は

現
代
国
際
社
会
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
「
環
境
」
の
価
値
を
十
分
に

表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

環
境
の
価
値
を
こ
の
よ
う
に
判
断
し
た
上
で
、
最
高
裁
は
本
件
に

お
い
て
求
め
ら
れ
る
環
境
配
慮
に
つ
い
て
特
に
次
の
点
を
検
討
し
た
。
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政
策
法
上
求
め
ら
れ
る
Ｅ
Ｉ
Ｓ
に
つ
い
て
、
海
軍
は
演
習
実
施
前

に
そ
の
作
成
及
び
提
出
の
意
向
を
表
明
し
た）（（
（

が
、
Ｅ
Ｉ
Ｓ
完
了
前
の

二
〇
〇
七
年
二
月
一
二
日
に
重
大
な
影
響
は
生
じ
な
い
と
す
る
環
境

評
価
を
公
表
し
、
同
日
、
演
習
を
開
始
し
た）（（
（

。
政
策
法
は
連
邦
の
活

動
に
関
す
る
情
報
を
公
衆
に
提
供
す
る
と
い
う
目
的
を
有
し
て
お
り
、

Ｅ
Ｉ
Ｓ
の
作
成
・
提
出
は
同
法
の
要
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
海
軍
は

Ｅ
Ｉ
Ｓ
の
提
出
・
公
表
時
期
を
演
習
完
了
後
と
予
定
し
て
お
り
、
こ

れ
は
、
反
対
意
見
でGinsburg
裁
判
官
が
指
摘
し
た）（（
（

通
り
、
同
法

の
目
的
を
損
な
う
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
政
策
法
上
、
環
境
評

価
に
お
い
て
深
刻
な
影
響
は
生
じ
な
い
と
決
定
さ
れ
る
場
合
は
Ｅ
Ｉ

Ｓ
の
作
成
・
提
出
は
求
め
ら
れ
な
い
。

　

回
復
不
能
の
損
害
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
原
告
が
単
な
る
可
能
性

以
上
の
も
の
（
蓋
然
性
）
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
示
し
た
。

海
軍
の
環
境
評
価
に
お
け
る
予
測
に
よ
れ
ば
、
演
習
時
の
中
周
波
ア

ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
の
使
用
は
、
海
産
哺
乳
動
物
に
、
恒
久
的
な
聴
覚

喪
失
を
含
む
身
体
的
損
傷
を
五
六
四
例
（
レ
ベ
ル
Ａ
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
）、
一
時
的
な
聴
覚
障
害
を
含
む
行
動
妨
害
を
一
六
万
九
、五
二
八

例
（
レ
ベ
ル
Ｂ
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
）
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
い

う
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
ア
カ
ボ
ウ
ク
ジ
ラ
に
生
じ
う
る
レ
ベ
ル
Ａ
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
は
四
三
六
例
（
ア
カ
ボ
ウ
ク
ジ
ラ
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
、
オ
レ
ゴ
ン
州
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
に
一
、一
二
一
個
体
が
生
息
）、

バ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
に
生
じ
う
る
レ
ベ
ル
Ｂ
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
一
、〇

九
二
例
（
バ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
五
、二
七
一

個
体
が
生
息
）
だ
と
い
う）（（
（

。
こ
れ
は
、
最
高
裁
で
反
対
意
見
を
示
し

たGinsburg

裁
判
官
が
指
摘
し
た）（（
（

通
り
、
生
息
数
に
照
ら
し
て
生

じ
う
る
損
害
の
数
を
勘
案
す
る
と
、
損
害
の
レ
ベ
ル
や
発
生
数
は
回

復
不
能
の
損
害
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
環
境
評
価
に

お
い
て
、
海
軍
は
一
定
の
音
圧
レ
ベ
ル
を
「
影
響
の
閾
値
」

（im
pact threshold

）
と
し
て
用
い
つ
つ
、
二
一
五
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
音
圧
レ
ベ
ル
曝
露
が
ア
カ
ボ
ウ
ク
ジ
ラ
に
恒
久
的
損
傷
を
引
き

起
こ
し
う
る
か
否
か
不
明
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る）（（
（

。
さ
ら
に
、「
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
南
部
海
域
で
の
四
〇
年
に
わ
た
る
類
似
の
演
習
に

お
い
て
海
産
哺
乳
動
物
の
座
礁
又
は
損
傷
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
」

と
い
う
海
軍
の
説
明
や
、
レ
ベ
ル
Ｂ
の
損
傷
は
極
め
て
早
い
う
ち
に

回
復
す
る
と
い
う
海
軍
の
指
摘）（（
（

に
照
ら
せ
ば
、
予
測
は
科
学
的
な
証

拠
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
科
学
的
根
拠

の
曖
昧
さ
に
照
ら
せ
ば
、
同
海
域
に
お
い
て
演
習
に
起
因
す
る
損
害

が
発
生
す
る
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
可
能
性
以
上
の
も
の
は
存
在

せ
ず
、
損
害
の
発
生
リ
ス
ク
は
科
学
的
に
証
明
さ
れ
え
な
い
と
結
論

付
け
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
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⑶　

軍
事
的
利
益
と
環
境
配
慮
と
の
均
衡

　

最
高
裁
は
、
軍
事
演
習
と
環
境
配
慮
そ
れ
ぞ
れ
に
利
益
が
あ
る
こ

と
を
認
め
た
上
で
、
軍
事
ソ
ナ
ー
演
習
時
に
両
者
の
均
衡
を
如
何
に

図
る
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

本
件
で
も
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
国
防
活
動
が
い
つ
・
ど
の
よ
う
に

環
境
要
件
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
決
定
す
る
基
準
は

存
在
し
な
い）（（
（

。
関
係
国
内
法
か
ら
の
適
用
除
外
の
可
否
に
関
す
る
判

断
権
者
は
問
題
と
な
る
国
内
法
の
規
定
に
よ
り
異
な
る
。
ま
た
、
司

法
判
断
が
求
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
最
高
裁
が
、
一
九
五
二

年
に
「
裁
判
官
は
軍
を
管
理
す
る
任
務
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」）

（（
（

と
、

そ
し
て
一
九
八
一
年
に
「
究
極
的
に
は
、
海
軍
が
国
家
環
境
政
策
法

を
最
大
限
可
能
な
限
り
遵
守
し
て
い
る
か
否
か
は
司
法
の
与
り
知
ら

ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
」）

（（
（

と
示
し
た
よ
う
に
、
最
高
裁
は
政
策
法
が
関
係

す
る
事
案
に
お
い
て
一
貫
し
て
軍
に
有
利
な
判
断
を
下
し
て
き
た
と

さ
れ
る）（（
（

。

　

し
か
し
、
低
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
の
使
用
制
限
を
め
ぐ
る
訴

訟
に
お
い
て
は
、「
早
期
探
知
を
通
じ
た
敵
潜
水
艦
の
攻
撃
に
対
す

る
軍
事
準
備
及
び
軍
事
援
護
に
お
け
る
公
益
は
、
最
大
の
重
要
性

（grave im
portance

）
を
有
す
る
」
こ
と
と
と
も
に
、「
世
界
の
海

洋
及
び
海
洋
環
境
に
自
ら
の
生
存
を
依
存
す
る
海
洋
生
物
の
保
護
に

お
け
る
公
益
も
ま
た
、
最
高
の
重
要
性
（highest im

portance

）

を
有
す
る
」
こ
と
が
認
め
ら
れ）（（
（

、
関
連
訴
訟
で
は
条
件
付
き
差
止
命

令
に
よ
り
緩
和
措
置
が
課
さ
れ
る
こ
と
で
、
二
つ
の
公
益
は
均
衡
が

図
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
中
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
の
使

用
を
め
ぐ
る
本
件
で
は
、「
軍
事
的
利
益
は
常
に
他
の
考
慮
に
勝
る

わ
け
で
は
な
い
」）

（（
（

こ
と
が
示
さ
れ
た
。Gillespie

に
よ
れ
ば
、
軍
に

不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
事
項
が
環
境
配
慮
に
勝
り
う
る
と
し
て
も
、

後
者
が
完
全
に
放
棄
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
く
、
む
し
ろ
、
最
高
裁

は
軍
事
的
な
利
益
と
環
境
保
護
の
利
益
と
の
間
に
均
衡
点
を
見
出
そ

う
と
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
均
衡
点
を
如
何
に
見
出
す
か
に
つ
い

て
は
、
軍
事
活
動
に
よ
っ
て
自
ら
の
生
存
が
脅
か
さ
れ
る
種
が
「
ど

の
程
度
危
険
な
状
況
に
曝
さ
れ
て
い
る
か
」
等
の
考
慮
が
関
係
す
る

ほ
か
、
ソ
ナ
ー
関
連
事
案
に
お
い
て
は
環
境
へ
の
影
響
が
最
小
限
と

な
る
よ
う
な
演
習
場
の
選
定
が
標
準
と
な
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ

る
）
（（
（

。
し
か
し
、
本
件
で
は
こ
れ
ら
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

最
高
裁
は
、
た
と
え
原
告
が
演
習
か
ら
生
じ
る
回
復
不
能
の
損
害
を

証
明
し
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
損
害
は
公
益
及
び
海
軍
が
有
効
か

つ
現
実
的
な
演
習
を
行
う
利
益
に
勝
る
こ
と
は
な
い
と
示
し
、
地
裁

に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
二
つ
の
制
約
の
下
で
は
現
実
的
演
習
は
完
遂
さ

れ
え
な
い
と
す
る
士
官
ら
の
主
張
を
認
め
た
。
そ
の
理
由
は
、
ソ

ナ
ー
停
止
海
域
を
二
〇
〇
ヤ
ー
ド
（
保
護
法
か
ら
の
免
除
条
件
）
か

ら
二
、二
〇
〇
ヤ
ー
ド
（
地
裁
命
令
）
と
す
る
場
合
に
停
止
海
面
は
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一
〇
〇
倍
以
上
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
海
産
哺
乳
動
物
が
発
見

さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
と
し
て
も
ソ
ナ
ー
停
止
回
数
は
明
ら
か
に
増

加
す
る
こ
と
、
例
外
的
状
況
で
あ
り
ソ
ナ
ー
音
の
伝
播
距
離
や
速
度

が
水
深
に
よ
り
異
な
る
表
面
層
ダ
ク
ト
時
の
演
習
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
、
で
あ
る）（（
（

。

　

最
高
裁
に
お
い
て
二
つ
の
緩
和
措
置
が
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
で
、

軍
事
的
利
益
の
優
位
性
が
示
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ

の
こ
と
は
環
境
配
慮
の
要
素
が
考
慮
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
。
本
件
で
は
、
海
軍
は
保
護
法
か
ら
の
適
用
除
外
の
た

め
の
条
件
や
地
裁
が
示
し
た
緩
和
措
置
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
そ
れ

が
自
発
的
措
置
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
時
点
で
軍
事
的
利
益
と
環

境
配
慮
と
の
均
衡
は
図
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

Ⅴ　

お
わ
り
に

　

最
高
裁
判
決
の
後
、
海
軍
は
中
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
が
海
産

哺
乳
動
物
に
と
っ
て
極
め
て
有
害
で
あ
り
う
る
こ
と
を
認
め
、
世
界

で
実
施
さ
れ
る
主
要
な
演
習
に
関
し
て
十
分
な
環
境
調
査
を
行
う
と

と
も
に
調
査
結
果
を
開
示
す
る
こ
と
、
海
産
哺
乳
動
物
の
調
査
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
二
〇
〇
八
年
度
は
二
、六
〇
〇
万
ド
ル
、
翌
年
か

ら
の
三
カ
年
の
調
査
に
一
、五
〇
〇
万
ド
ル
を
拠
出
す
る
こ
と
を
約

束
し
た
。
海
軍
に
よ
れ
ば
、
こ
の
約
束
は
海
軍
が
環
境
の
管
理
に
お

け
る
指
導
的
役
割
と
国
家
安
全
保
障
に
お
け
る
公
益
保
護
の
責
任
と

の
均
衡
を
図
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う）（（
（

。

　

こ
れ
ま
で
、
中
周
波
軍
事
ソ
ナ
ー
演
習
と
ク
ジ
ラ
の
座
礁
と
の
関

連
は
、「
関
連
が
あ
る
」
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
る
の
み
で
、
ク
ジ

ラ
が
ソ
ナ
ー
に
ど
の
よ
う
に
反
応
し
て
い
る
の
か
、
安
全
な
曝
露
レ

ベ
ル
と
リ
ス
ク
の
あ
る
曝
露
レ
ベ
ル
の
閾
値
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
に

つ
い
て
は
科
学
的
に
証
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た）（（
（

。
こ
う
し
た
中
、
二

〇
一
一
年
に
初
め
て
ク
ジ
ラ
の
海
軍
ソ
ナ
ー
へ
の
反
応
に
関
す
る

デ
ー
タ
が
ま
と
め
ら
れ
、
ア
カ
ボ
ウ
ク
ジ
ラ
が
一
四
二
デ
シ
ベ
ル
の

曝
露
レ
ベ
ル
で
そ
の
行
動
を
乱
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
科
学
的

に
明
ら
か
に
な
っ
た）（（
（

。T
yack

に
よ
れ
ば
、
ア
カ
ボ
ウ
ク
ジ
ラ
に

つ
い
て
行
動
妨
害
の
曝
露
レ
ベ
ル
を
約
一
六
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
現

行
の
規
制
よ
り
も
低
い
閾
値
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う）（（
（

。
通
常
、
科
学

的
知
見
の
存
在
は
、
損
害
発
生
の
防
止
及
び
防
止
の
た
め
の
相
当
の

注
意
を
払
う
こ
と
を
要
求
す
る
。
本
件
に
お
い
て
、
海
軍
に
よ
る
環

境
評
価
で
は
、
ア
カ
ボ
ウ
ク
ジ
ラ
に
損
傷
を
引
き
起
こ
す
音
圧
レ
ベ

ル
が
不
明
で
あ
っ
た
こ
と
等
を
理
由
に
中
周
波
ソ
ナ
ー
が
ク
ジ
ラ
に

及
ぼ
す
正
確
な
影
響
は
不
明
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
地
裁
が
示
し
た

緩
和
措
置
の
一
部
に
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
た
。
環
境
へ
の
影
響
が

科
学
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
活
動
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
政
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策
法
が
特
定
の
結
果
を
義
務
付
け
る
も
の
で
は
な
く
、
活
動
実
施
機

関
に
重
大
な
環
境
影
響
に
関
す
る
情
報
の
利
用
や
検
討
に
関
す
る
手

続
的
要
件
の
み
を
課
す
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る）（（
（

。
こ
の
判
断
に
照

ら
す
と
、
科
学
的
知
見
が
明
ら
か
に
な
る
場
合
に
は
、
特
定
の
結
果

を
も
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
義
務
付
け
ら
れ
る
な
ら

ば
そ
の
義
務
は
軍
事
ソ
ナ
ー
演
習
と
い
う
合
法
活
動
に
お
い
て
も
求

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

ア
カ
ボ
ウ
ク
ジ
ラ
に
引
き
起
こ
さ
れ
う
る
影
響
、
す
な
わ
ち
行
動
妨

害
は
、
保
護
法
に
お
け
る
レ
ベ
ル
Ｂ
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
す
る
。

仮
に
海
軍
に
よ
る
説
明
が
科
学
的
根
拠
を
伴
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
同

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
早
期
に
回
復
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
恒
久
的
な
損

傷
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
回
復
不
能
の
損
傷
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
科

学
的
知
見
の
存
在
に
よ
っ
て
影
響
発
生
の
確
実
性
が
高
ま
る
と
し
て

も
、
そ
の
影
響
が
レ
ベ
ル
Ａ
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
又
は
採
捕
の
そ
の
他
の

形
態
に
該
当
す
る
場
合
に
、
特
定
の
結
果
が
義
務
付
け
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

米
国
の
国
内
裁
判
所
で
検
討
さ
れ
た
軍
事
演
習
時
の
環
境
配
慮
と

い
う
課
題
は
、
今
後
、
国
際
的
な
文
脈
で
も
議
論
の
対
象
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。
国
連
海
洋
法
条
約
上
、
主
権
免
除
を
有
す
る
船
舶
は

「
海
洋
環
境
の
保
護
及
び
保
全
に
関
す
る
国
連
海
洋
法
条
約
の
す
べ

て
の
規
定
か
ら
の
完
全
な
免
除
（com

plete im
m

unity

）」
を
有

す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が）（（
（

、
こ
こ
で
い
う
「
す
べ
て
の
規

定
」
に
は
、
海
洋
環
境
の
保
護
及
び
保
全
に
関
す
る
、
国
内
的
及
び

国
際
的
な
規
則
を
遵
守
す
る
た
め
条
約
に
よ
り
課
さ
れ
る
諸
義
務
が

含
ま
れ
る）（（
（

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
米
海
軍
のPedrozo

大

佐
に
よ
れ
ば
、「
外
国
の
主
権
免
除
船
舶
は
沿
岸
国
の
国
内
環
境
規

則
を
遵
守
す
る
必
要
は
な
い
も
の
の
」、
米
海
軍
艦
艇
は
、
例
え
ば
、

世
界
各
地
で
低
周
波
及
び
中
周
波
ソ
ナ
ー
を
使
用
す
る
際
に
自
発
的

に
海
産
哺
乳
動
物
へ
の
影
響
緩
和
措
置
を
適
用
す
る
等
海
洋
環
境
に

妥
当
な
考
慮
を
払
っ
て
行
動
し
て
い
る
と
い
う）（（
（

。
こ
れ
に
関
連
し
、

中
国
は
米
軍
に
よ
る
ソ
ナ
ー
の
使
用
が
同
国
の
排
他
的
経
済
水
域
に

お
け
る
海
産
哺
乳
動
物
及
び
漁
業
資
源
に
損
害
を
与
え
う
る
と
主
張

し
始
め
た
。
今
後
、
中
周
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
使
用
が
国
連
海
洋

法
条
約
を
含
む
国
際
海
洋
法
や
国
際
環
境
法
に
よ
る
制
約
を
受
け
る

の
か
、
軍
事
活
動
に
お
い
て
環
境
へ
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
の
か
と

い
う
課
題
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
こ
れ
は
国
際
法
の
文

脈
に
お
い
て
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。

　

米
国
で
は
以
前
か
ら
軍
事
活
動
と
い
う
国
家
安
全
保
障
活
動
に
お

い
て
環
境
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
き
た
。
一
九
九
二
年
に
当
時
の

Cheney

国
防
長
官
が
「
最
大
の
連
邦
機
関
と
し
て
、
国
防
省
は

（
環
境
上
の
）
課
題
に
対
処
す
る
大
き
な
責
任
を
有
し
」、「
国
防
省

が
環
境
面
の
遵
守
及
び
保
護
を
行
う
機
関
に
お
け
る
連
邦
政
府
の
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リ
ー
ダ
ー
た
る
こ
と
」
を
望
む
こ
と
を
述
べ
る）（（
（

と
、
国
防
省
及
び
関

係
機
関
は
そ
の
任
務
に
環
境
配
慮
を
組
み
込
み
始
め
た
と
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
は
軍
事
演
習
に
お
け
る
低
周
波
ア

ク
テ
ィ
ブ
ソ
ナ
ー
の
使
用
が
海
産
哺
乳
動
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ぼ
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影
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調
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置
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同
ソ
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課
さ
れ
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っ
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（

ほ
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二
〇
〇
一
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軍
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環
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〇
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さ
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さ
れ
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受
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。
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〇
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指
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さ
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ら
れ
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〇
五
年

に
当
時
のRum

sfeld

国
防
長
官
が
、
軍
事
即
応
と
環
境
保
全
が
密

接
に
関
連
し
て
い
る
た
め
国
防
省
は
政
府
機
関
及
び
非
政
府
組
織
と

と
も
に
環
境
保
全
促
進
に
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
と
と
も
に
「
保
全

は
義
務
以
上
の
も
の
で
あ
る
」
と
述
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さ
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す
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施
す
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あ
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w
w

.surtass-lfa-eis.com
/

index.htm
 (as of M

ay 20, 2012).
（
68
）　M

ilitary Environm
ental Responsibility A

ct, H
.R. 215（ 

(107th). 

法
案
は
二
〇
〇
一
年
六
月
一
三
日
に
提
出
さ
れ
た
が
立
法

化
さ
れ
ず
、
二
〇
〇
七
年
八
月
と
二
〇
〇
九
年
一
月
に
も
提
出
さ
れ

た
が
、
い
ず
れ
も
立
法
化
さ
れ
て
い
な
い
。
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（
6（
）　

二
〇
〇
四
年
度
国
防
授
権
法
に
お
い
て
、Sikes

法
に
従
っ
て

準
備
さ
れ
る
天
然
資
源
管
理
計
画
に
服
し
国
防
省
に
よ
り
所
有
若
し

く
は
管
理
さ
れ
る
陸
地
又
は
他
の
地
理
空
間
は
重
要
生
息
地
に
指
定

し
な
い
と
す
る
こ
と
で
、
環
境
へ
の
制
限
が
設
け
ら
れ
た
。Sikes

法
は
、
一
九
六
〇
年
九
月
に
制
定
さ
れ
、
米
国
の
軍
用
地

（m
ilitary reservation

）
の
漁
業
資
源
・
野
生
生
物
資
源
の
開

発
・
管
理
に
あ
た
っ
て
の
内
務
省
と
国
防
省
に
よ
る
協
力
に
つ
い
て

規
定
し
て
い
る
。

（
70
）　U

.S. D
epartm

ent of D
efense N

ew
s A

rticle, Rum
sfeld: 

M
ilitary Readiness Linked to Conservation, at  http://

w
w

w
.defense.gov/new

s/new
sarticle.aspx?id=16773 (as of 

M
ay 2, 2012).


